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相模原市立相原小学校ＰＴＡ規約 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、相原小学校ＰＴＡ（以下「会」という。）と称し、事務局を同校内に置く。 

（目的） 

第２条 会は、相原小学校児童の保護者と教職員が協力し、家庭と学校と社会における児童の    

健全な育成を図ることを目的とする。 

２． 会は、前項の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 良い保護者、良い教職員となるように努める。 

(2) 児童の教育環境をよくする。 

(3) 学校と家庭との緊密な連絡を図る。 

（方針） 

第３条 会は、次の方針に従って活動する。 

(1) 教育を本旨とする自主的、民主的な団体として、これを運営する。 

(2) 特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的とする行為は行わない。 

(3) 前条の目的を達成するために、必要な他の団体や機関と協力する。 

(4) 学校の人事や管理には干渉しない。 

（会員） 

第４条 会の会員は、本校に在籍する児童の保護者及び本校の教職員とする。 

    加入・非加入については個人の自由であり、各種届出の提出により、意思確認を行う。 

 

第２章 三役・会計監査・委員会委員・顧問 

（本部役員） 

第５条 会に次の役員を置く。 

(1) 会長１名 

(2) 副会長３名 

(3) 書記３名 

(4) 会計２名 

(5) 学年委員会、広報委員会の委員長及び副委員長各１名を必要に応じて三役会の決定により  

置く。 

(6) 地区長各１名 

(7) 特別委員会委員長及び副委員長各１名 

２． 会長・副会長・書記・会計をまとめて三役とする。また会で役割を持つすべての保護者の総称

を役員とする。    

（役員の任務） 

第６条 役員の任務は、次の通りとする。 

(1) 会長は、会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその任を代行する。 

(3) 書記は、会の活動並びに議事を記録し、庶務を行う。 

(4) 会計は、会の会計事務を処理し、財産の管理をする。 

(5) 委員長は、委員会を代表し、委員会活動の企画と遂行にあたる。 

(6) 副委員長は、委員長を補佐する。 
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(7) 地区長は、各地区の保護者を代表し、地区委員長を補佐する。 

（会計監査委員） 

第７条 会に会計監査委員 3名を置く。 

２． 会計監査委員は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

（委員会委員） 

第８条 学年委員会委員、広報委員会委員は、各学年から必要に応じて三役会の決定により置く。 

２． 特別委員会委員は、必要に応じて三役会の決定により置く。 

（顧問） 

第９条 会に顧問を置くことができる。 

２． 顧問は、会長が委嘱し、総会の承認を得る。 

（役員等の任期） 

第 １ ０ 条 顧問・役員並びに会計監査の任期は、１年とする。 

但し、再任を妨げない。 

２． 欠員補充によって就任した場合の任期は、前任者の残存期間とする。 

３.  三役の任期は、２年とする。 

但し、在学中の児童がいれば再任を妨げない。 

（役員等の選出） 

第 １ １ 条 三役、会計監査委員及び役員の選出並びに顧問の委嘱は、別に定める。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第 １ ２ 条 会の運営は、次によって行う。 

(1) 総会 

(2) 三役会 

(3) 定例会 

(4) 委員会 

(5) その他会議 

（総会） 

第 １ ３ 条 総会は、会の議決機関とし、全会員をもって構成し、会長が招集する。 

原則、書面による審議の上、書面表決にて決議する。 

２． 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

３． 定期総会は、毎年１回、5月末日までに開催する。 

４． 臨時総会は、三役会が必要と認めた時又は会員の三分の一以上の請求があった時に開催する。 

５． 総会は、委任状を含む全会員の二分の一以上の出席（書面出席等を含む）があった時に成立 

する。 

６． 総会の議決は、出席者（書面出席等を含み、以下出席者という）の過半数で決定し、可否同数

のときは議長がこれを決定する。 

７． 総会の議長は、決議権を持つ出席者の中から選出される。 

８． 総会は、次の権限を持つ。 

(1) 事業計画並びに予算の決定 

(2) 会務報告並びに収支決算の承認 

(3) 三役並びに会計監査委員の選出 

(4) 顧問の承認 

(5) 会の規約並びに諸規則の制定及び改廃 
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(6) その他の重要事項の決定 

（三役会） 

第 １ ４ 条 三役会は、会の執行機関として、三役並びに学校長をもって構成し、会長が招集する。 

２． 三役会は、次の権限を持つ。 

(1) 総会で決定された事項の処理 

(2) 会の運営上の必要な事項の企画立案 

(3) 三役及び会計監査委員の補充選出 

(4) 役員及び三役経験者の恩典 

（定例会） 

第 １ ５ 条 定例会は、本部役員並びに学校長をもって構成し、会長が招集する。 

２． 定例会の議長は、会長とする。 

３． 定例会は、次の事項を審議する。 

(1) 事業計画の具体化 

(2) その他の必要事項 

（委員会） 

第 １ ６ 条 会には、学年委員会、広報委員会を各学年から必要に応じて三役会の決定により置く。 

各学年から選出される委員をもって構成する。地区委員会は、各地区から選出される委員を 

もって構成する。 

２． 前項の委員会のほか必要に応じて特別委員会を置く。 

３． 前各項の委員会は、会長の承認を得て委員長が招集する。 

４． 委員会は、次の活動を行う。 

(1) 学年委員会は、各学年・学級間相互理解と研修活動を通じて保護者の友好親睦を図る。 

(2) 広報委員会は、広報活動を行い、広報を通じて保護者の相互理解を図る。 

(3) 地区委員会は、児童の校外生活を指導すると共に保護者相互の親睦を図る。 

(4) 特別委員会は、その目的を達成するための活動をする。 

（その他の会議） 

第 １ ７ 条 その他の会議は必要に応じ、三役会の決定により開催する。 

 

第４章 会計 

（会計年度等） 

第 １ ８ 条 会の会計年度は、毎年 4月１日から翌年 3月 31日までとする。 

特別会計は、会の特別の事業を行うため、一般の経費と区分して設置する。 

（経費及び会費） 

第 １ ９ 条 会の経費は、会費、特別会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

    会費は、１世帯当たり年額２，０００円を徴収する（４月・５月は２５０円、他の月は１５０

円とする）。 

２． 特別会費は、会費以外に特別に徴収する。 

３． 転入等により年度の途中で会員になった場合会員になった月から月額の会費を徴収する。 

４． 納入された会費及び特別会費は、返還しない。 

（予算） 

第 ２ ０ 条 会の収支予算は、会計年度毎に総会の議決を得なければならない。 

予算は、会の規約及び諸規則の定めに従って執行しなければならない。 
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（決算） 

第 ２ １ 条 会の収支決算は、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。 

（旅費） 

第 ２ ２ 条 旅費については、別に定める。 

（慶弔金） 

第 ２ ３ 条 慶弔金の支給については、別に定める。 

（会計処理） 

第 ２ ４ 条 会計処理については、別に定める。 

（表彰規則） 

第 ２ ５ 条 会員、その他の表彰に関しては、別に定める。 

 

第５章 個人情報の取扱い 

（個人情報の取扱い） 

第 ２ ６ 条 本会が個人情報を取扱う場合は、次の通りとする。 

(1) 本会が個人情報を取扱うに当たっては、その利用目的を出来る限り特定するとともに、特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱わない。 

(2) 本会が取扱う個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供は行わない。 

但し、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で      

あって、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りでない。 

(3) 本会は、本会が取扱う個人情報の漏洩、減失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理の  

ために必要かつ適切な措置を講じる。 

 

第６章 規約の改廃 

（規約の改廃） 

第 ２ ７ 条 この規約の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 

 

附則１ この規約は、昭和５２年 ４月 １日から施行する。 

附則２ この規約は、平成 ３年 ４月 １日 一部改正する。 

附則３ この規約は、平成 ５年 ５月１５日から施行する。 

 ２． この規約施行日をもって従前（昭和５２年４月１日施行）の規約は廃止する。 

附則４ この規約は、平成 ７年 ５月 ６日 一部改正する。 

附則５ この規約は、平成１０年 ５月１６日 一部改正する。 

附則６ この規約は、平成１４年 ５月１８日 一部改正する。 

附則７ この規約は、平成１８年 ５月１３日 一部改正する。 

附則８ この規約は、平成１９年 ５月１２日 一部改正する。 

附則９ この規約は、平成２３年 ５月 ７日 一部改正する。 

附則 10 この規約は、令和 ３年 ５月 ８日 一部改正する。 

附則 11 この規約は、令和 ４年 ３月 ５日 一部改正する。 

附則 12 この規約は、令和 ４年 ５月２５日 一部改正する。 

附則 13 この規約は、令和 ７年 ４月２６日 一部改正する。 

附則 14 この規約は、令和 ７年１１月１７日 一部改正する。 

附則 15 この規約は、令和 ８年 ５月 ２日 一部改正する。 
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相原小学校ＰＴＡ役員等選考規則 

（総則） 

第１条 相原小学校ＰＴＡ役員等の選考は、この規則の定めるところによる。 

（本部役員） 

第２条 本部役員は、次により選出される。 

(1) 会長は、会員中から選出される。 

(2) 副会長、書記及び会計は、会員中から選出される。                     

但し、副会長１名及び書記１名は、教職員から選出される。 

(3) 委員会委員長及び副委員長は、委員会委員の自薦、他薦、抽選により選出される。      

但し、地区委員長及び副委員長は、地区長の自薦、他薦、抽選により選出される。 

(4) 地区長は、地区ごとにその地域に所属している保護者から選出される。 

２． 前項第１号及び第２号の三役及び会計監査の選出は、選考委員会を設置し、これにより選考 

する。 

（委員会委員） 

第３条 学年委員会委員、広報委員会委員を置く場合は、必要に応じて三役会の決定により、各学年 

からそれぞれ選出される。 

 ２． 地区委員会委員は、相原小学校区の次の地区ごとに選出される地区長、地区委員と、登校班ご

とに選出される緊急連絡員をもって構成する。 

(1) 二本松自治会 A地区（二自 A） 

(2) 二本松自治会 B地区（二自 B） 

(3) 二本松（町）東地区（二町東） 

(4) 森の上地区 

(5) 森下地区 

(6) 当麻田地区 

３． 教職員は、三役又は各委員会に所属する。 

（会計監査委員） 

第４条 会計監査委員は、会員中から選出される。 

会計監査委員の選考は、第２条第２項の例による。 

（三役等選考委員会） 

第５条 三役等選考委員会は、三役会の決定により構成し、第２条第１項第１号及び第２号の三役並び

に第４条の会計監査委員の選考を行う。 

２． 三役等選考委員会の委員長及び副委員長は、地区長の自薦、他薦、抽選により選出される。 

（改廃） 

第６条 この規則の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 

 

附則１ この規則は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附則２ この規則は、平成 ４年 ４月 １日 一部改正する。 

附則３ この規則は、平成 ５年 ５月１５日から施行する。 

２． この規則施行日をもって従前（昭和５７年４月１日施行）の規約は廃止する。 

附則４ この規則は、平成 ７年 ５月 ６日 一部改正する。 

附則５ この規則は、平成１０年 ５月１６日 一部改正する。 

附則６ この規則は、平成１４年 ５月１８日 一部改正する。 

附則７ この規則は、令和 ４年 ３月 ５日 一部改正する。 
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附則８ この規則は、令和 ７年 ４月２６日 一部改正する。 

附則９ この規則は、令和 ７年１１月１７日 一部改正する。 

附則 10 この規則は、令和 ８年 ５月 ２日 一部改正する。 
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相原小学校ＰＴＡ会計処理規則 

（総則） 

第１条 相原小学校ＰＴＡ（以下「会」という）の会計処理は、この規則の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この規則は、会の会計及び財務管理の処理を円滑に行うために設ける。 

（担当） 

第３条 会計事務及び財務管理は、規約第６条第４号の定めるところにより会計を行う。 

（財産） 

第４条 会の財産は、什器、備品及び預金、現金等をいう。 

２． 財産は、台帳によって整理し、会計が管理する。 

（帳簿） 

第５条 会の会計処理には、次の帳簿を常備してこれを整理する。 

(1) 元帳 

(2) 会計納入簿 

(3) 金銭出納帳 

(4) 固定資産台帳 

(5) その他必要な帳簿 

（処理） 

第６条 会計に関する収支は、会計伝票によって処理を行う。 

２． 会計伝票は、収支が正当、正確であることを証明する次の書類によって作成する。 

(1) 入金証明書 

(2) 領収書 

(3) 支払証明書 

３． 会計帳簿への記載は、会計伝票により行う。 

（書類の保管期間） 

第７条 会計に関する書類の保管期間は６年とする。 

（予算） 

第８条 会の収支は、全て会計年度内に処理する。 

２． 予算は、総会の決定を必要とし、三役会がこれを執行する。 

３． 予算項目は、会計年度毎に三役会において決定する。 

４． 予算項目間の流用等は、三役会で決定する。 

（決算） 

第９条 会の収支は、会計年度毎に決算を行う。 

（監査） 

第 １ ０ 条 会計監査は、会計年度末に会の財産、諸帳簿、収支、預金及び現金などの会計処理について 

行う。 

（改廃） 

第 １ １ 条 この規則の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 

 

附則１ この規則は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附則２ この規則は、平成 ５年 ５月１５日から施行する。 

２． この規則施行の日をもって従前（昭和５７年４月１日施行）の規則は廃止する。 

附則３ この規則は、令和 ７年１１月１７日 一部改正する。 
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相原小学校ＰＴＡ旅費規則 

（総則） 

第１条 相原小学校ＰＴＡ会員が会務のため学区外に出張するときの旅費の支給は、この規則の定める

ところによる。 

（旅費の種類） 

第２条 この規則の旅費とは、次のものをいう。 

(1) 交通費 －－－－－－ 交通運賃・賃金 

(2) 日 当 －－－－－－ 当日の行動手当 

(3) 宿泊費 －－－－－－ 宿泊料金 

（交通費） 

第３条 交通費は、合理的な経路での最低の実費を支給する。 

（日当） 

第４条 日当は、次の通りとする。 

(1) 午前のみ（午後１時までに帰着）の場合 －－－－－－ ３００円 

(2) 午後のみ（午後６時までに帰着）の場合 －－－－－－ ３００円 

(3) 夜間のみの場合 －－－－－－－－－－－－－－－－－ ３００円 

(4) 以上の各項にわたる場合－－－－－－－－－－－－－－ それぞれの合計額 

(5) 宿泊を伴う場合（車中泊又は船中泊含む）－－－－－－ １日につき１０００円 

(6) 事務連絡程度の場合は、該当しないものとする。 

（宿泊料） 

第５条 宿泊料は、実費を支給する。 

（併給調整） 

第６条  相原小学校ＰＴＡ以外から旅費が支給される場合には、重複してこれを支給しない。 

２． 前項の支給される旅費が、この規則に定める額に達しない場合は、その差額を支給する。 

（請求） 

第７条 旅費の請求は、所定の用紙に記入、押印の上、会計に提出する。 

２． 宿泊料は、領収書又は会長の支払証明書の添付を必要とする。 

（例外） 

第８条 この規則による旅費の支給が適当でないと三役会が認めるときは、減額又は増額して支給する

ことができる。 

（改廃） 

第９条 この規則の改廃は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 

 

附則１ この規則は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附則２ この規則は、平成 ５年 ５月１５日から施行する。 

２． この規則施行の日をもって従前（昭和５７年４月１日施行）の規則は廃止する。 

附則３ この規約は、令和 ７年１１月１７日 一部改正する。 
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相原小学校ＰＴＡ慶弔金規則 

（総則） 

第１条 相原小学校ＰＴＡの慶弔金の支給は、この規則の定めるところによる。 

（慶弔金の種類） 

第２条 この規則の慶弔金は、次のものをいう。 

(1) 餞別金 

(2) 香典 

(3) その他 

（餞別金） 

第３条 餞別金は、教職員の退職及び転出に際し、１人につき３，０００円相当の品を贈呈する。 

（香典） 

第４条 香典は、会員及び会員の子（本校に在籍する児童）に際し、次のとおり支給する。 

(1) 会員 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １０，０００円 

(2) 会員の子－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ５，０００円 

（その他） 

第５条 その他、必要に応じて三役会で決定し、支給する。 

（範囲） 

第６条 前条の適用範囲や細目については、三役会で決定する。 

（例外） 

第７条 この規則による慶弔金の支給が適当でないと三役会が認めるときは、慶弔金を支給しない   

ことができる。 

（改廃） 

第８条 この規則の改廃は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 

 

附則１ この規則は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附則２ この規則は、平成 ５年 ５月１５日から施行する。 

２． この規則施行の日をもって従前（昭和５７年４月１日施行）の規則は廃止する。 

附則３ この規則は、平成１４年 ５月１８日 一部改正する。 

附則４ この規則は、令和 ７年１１月１７日 一部改正する。 

附則５ この規約は、令和 ８年 ５月 ２日 一部改正する。 
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相原小学校ＰＴＡ表彰規則 

（総則） 

第１条 相原小学校ＰＴＡ（以下「会」という）において、功労のあった個人及び団体に対する表彰 

並びに感謝は、この規則の定めるところによる。 

（表彰状及び感謝状） 

第２条 会の目的達成のために、特に功労のあったと認められる個人及び団体に対して、表彰状又は 

感謝状を贈呈する。 

（記念品） 

第３条 会は、表彰状並びに感謝状の被贈呈者に対し、記念品又は記念品相当額を贈呈することが   

できる。 

（選考） 

第４条 前各条の被贈呈者の選考や細目については、三役会で決定する。 

（具申） 

第５条 会及び会員の表彰又は感謝を具申する場合は、三役会で決定する。 

（改廃） 

第６条 この規則の改廃は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 

 

附則１ この規則は、昭和５２年 ４月 １日から施行する。 

附則２ この規則は、平成 ５年 ５月１５日から施行する。 

２． この規則施行の日をもって従前（昭和５２年４月１日施行）の規則は廃止する。 

附則３ この規則は、令和 ７年１１月１７日 一部改正する。 
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地区委員会地区長および地区委員選出規則 

 

第１条 この規則は、相模原市立相原小学校に在籍する児童を持つ、６地区のＰＴＡ地区長及び、 

    地区委員を選出するものである。 

第２条 ６地区は、二自Ａ、二自Ｂ、二町東、森の上、森下、当麻田とし、地区ごとに地区長、 

    地区長次点各１名、地区委員、地区委員次点各２～４名。各登校班に１名の緊急連絡員 

で構成する。 

第３条 

(1) 地区長候補、地区長次点候補には、原則として相原小学校に在籍する、新４年生以上 

     の児童を持つ地区内の全保護者が対象となるが、最高学年の保護者を最優先とする。 

但し、本人が希望する場合は、例外とする。 

(2) 地区委員候補、地区委員次点候補には、班により編成されたグループの内で在籍する 

      新４年生以上の児童を持つ全保護者が対象となる。 

第４条 

(1) 三役、会計監査及び、地区長の経験世帯は、全ての地区の地区長、地区委員候補から 

      免除される。 

(2) 学年委員長、学年副委員長、広報委員長、広報副委員長の経験世帯は、全ての地区の 

      地区長候補から免除されるが、地区委員候補からは免除されない。 

(3) 地区委員経験世帯は、全ての地区の地区委員候補から免除されるが、地区長候補からは 

      免除されない。 

(4) 地区長と地区委員は、同一家族より同時に選出されない。 

(5) 地域役員等により、免除を希望する場合は、各地区の事情により、協議によって決定する。 

 ２．  (1)～(3)について、止むを得ない場合や本人が希望する場合は、例外とする。 

第５条 地区長選出にあたり、地区長より招集があった場合、新４年生以上の児童を持つ 

    全保護者は指定の場所に集合する。 

第６条 地区役員選出会議に欠席する場合は、地区委員長宛に委任状にて申請する。委任状の 

    提出がない場合は、地区委員長に一任したものとし、免除の対象ではない保護者は抽選 

    の対象とする。 

第７条 地区ごとに、地区長、地区長次点は、各１名選出され、地区委員、地区委員次点は、 

    １～４班のうち各１名選出されるが、その方法は、地区の事情を考慮しながら自薦、 

    他薦、抽選により選出される。 

第８条 この規則の地区における補則内容の変更が必要となった場合、地区委員長に相談の上、 

    地区長が対象となる班の保護者に提案し、対象となる班の保護者の三分の二以上の賛成 

    により作成する。 

    補則文書を作成、改正した場合、地区委員長に報告する。 

第９条 この規則の改廃は、請求があった場合、全地区長で協議の上、総会において出席者の 

    三分の二以上の賛成をもって改廃する。 

 

附則１ この規則は、平成１７年１１月、相原小学校全保護者の三分の二以上の賛成により、 

    成立した。 

 ２.  この規則の成立により、各地区の旧選出規則は廃止する。 

 ３.  この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。 
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附則２  この規則は、令和４年１０月２６日、相原小学校全保護者の三分の二以上の賛成により、 

    一部改正する。改正後の規則は、令和４年１０月２６日から施行する。 

２.   従前（令和４年度まで）の本部役員経験世帯は、改正前の第４条が適用されるものとする。 

附則３ この規則は、令和７年１１月１７日 一部改正する。 

附則４ この規則は、令和８年 ５月 ２日 一部改正する。 


